
【参考７】職業安定局長が示す基準の例示（１） 

 

〔局長通達別添 1〕賃金構造基本統計調査による職種別平均賃金：時給換算（一部） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔局長通達別添２〕職業安定統計の求人賃金を基準とした額：時給換算（一部） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔局長通達別添３〕職業安定業務統計による地域指数（一部） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


